
 

 

船舶事故調査報告書 
 

 

   船種船名 コンテナ専用船 まや 

   船舶番号 １４０８８５ 

   総トン数 ７４８トン 

 

   船種船名 ケミカルタンカー 清福丸 

   船舶番号 １３２６８７ 

   総トン数 １９８トン 

 

   事故種類 衝突 

   発生日時 平成２２年６月１６日 ００時１０分３０秒ごろ 

   発生場所 愛媛県今治市梶
かじ

取
とり

ノ
の

鼻
はな

北方沖 

         来島梶取鼻灯台から真方位０００°２.１海里付近 

         （概位 北緯３４°０９.２′ 東経１３２°５３.５′） 

 

 

                       平成２５年２月２８日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  庄 司 邦 昭 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 
 

＜概要＞ 

コンテナ専用船まやは、船長ほか５人が乗り組み、来島海峡航路西口の梶取ノ鼻北

方沖を北東進中、ケミカルタンカー清福
せいふく

丸は、船長ほか３人が乗り組み、同沖を南西

進中、平成２２年６月１６日００時１０分３０秒ごろ両船が衝突した。 

 まやは、右舷船首部に凹損等を生じ、清福丸は、船首部に亀裂及び破口を生じたが、

両船共に死傷者はいなかった。 

 

 



 

 

＜原因＞ 

 本事故は、夜間、霧による視界制限状態の中、来島海峡航路の潮流が南流時、梶取

ノ鼻北方沖において、まやが来島海峡航路西口の北側に向けて安芸灘中央線の北側を

北東進中、清福丸が斎島の南方沖に向けて南西進中、両船が互いに船首方に相手船を

レーダーにより探知した際、まやの二等航海士が、清福丸とは右舷を対して通過でき

るものと思い、清福丸に対するレーダーによる見張りを行わずに速力を保持して航行

し、また、清福丸の一等航海士が、左舷船首方に探知したまやの映像をレーダー画面

の船首輝線の右側に認めるようになったので、まやと左舷を対して通過する必要があ

ると思い、右転したが、まやが左舷船首方から接近する状況が続いていたものの、速

力を保持して右転を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 コンテナ専用船まやは、船長ほか５人が乗り組み、来島海峡航路西口の梶取ノ鼻北

方沖を北東進中、ケミカルタンカー清福
せいふく

丸は、船長ほか３人が乗り組み、同沖を南西

進中、平成２２年６月１６日００時１０分３０秒ごろ両船が衝突した。 

 まやは、右舷船首部に凹損等を生じ、清福丸は、船首部に亀裂及び破口を生じたが、

両船共に死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２２年６月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官

（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２２年６月２１日、２４日 現場調査及び口述聴取 

平成２２年７月７日、８月１６日、平成２４年９月１８日、２０日 回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の情報記録による運航状況 

  海上保安庁来島海峡海上交通センター（以下「来島マーチス」という。）が受信

したまや（以下「Ａ船」という。）の船舶自動識別装置（ＡＩＳ）*1 の情報記録に

よれば、Ａ船の運航状況は、次表のとおりであった。 

 

 

                         
*1  「船舶自動識別装置（ＡＩＳ：Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種

類、船名、船位、針路、速力、目的地及び航行状態に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶

相互間、陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換することができる装置をいう。 
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時 刻 

（時:分:秒） 

北 緯 

（度-分-秒） 

東 経 

（度-分-秒） 

船首方位

（°） 

針路

（°） 

速力 

（kn） 

00:00:02 34-07-31.8 132-51-33.1 036 036 13.0 

00:02:03 34-07-52.1 132-51-53.0 041 041 13.1 

00:04:03 34-08-11.8 132-52-13.8 040 041 13.1 

00:05:03 34-08-21.6 132-52-24.3 042 043 13.1 

00:06:03 34-08-30.8 132-52-35.4 048 048 13.1 

00:07:03 34-08-39.6 132-52-47.5 047 049 13.3 

00:08:02 34-08-48.4 132-52-59.5 047 048 13.6 

00:09:02 34-08-57.1 132-53-12.0 050 051 13.5 

00:10:03 34-09-05.5 132-53-24.8 049 052 13.6 

00:10:34 34-09-09.8 132-53-31.5 045 053 13.4 

00:10:49 34-09-12.0 132-53-34.4 033 047 11.7 

00:11:03 34-09-13.8 132-53-36.1 034 038 10.5 

00:12:03 34-09-20.5 132-53-44.0 050 051  8.7 

（注）船位は、ＧＰＳアンテナの位置である。 

  なお、清福丸（以下「Ｂ船」という。）はＡＩＳがなかった。 

 

 2.1.2 レーダー映像合成装置追尾記録による運航状況 

  来島マーチスのレーダー映像合成装置追尾記録によれば、Ｂ船の運航状況は、次

表のとおりであった。 

時 刻 

（時:分:秒） 

北 緯 

（度-分-秒） 

東 経 

（度-分-秒） 

針路

（°） 

速力 

（kn） 

00:00:00 34-09-27.3 132-55-14.6 263  7.6 

00:01:00 34-09-25.3 132-55-06.2 246  7.2 

00:02:00 34-09-21.3 132-54-57.2 243  8.9 

00:03:00 34-09-17.6 132-54-48.0 245  8.0 
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00:04:00 34-09-14.2 132-54-39.3 247  8.0 

00:05:00 34-09-10.4 132-54-30.6 242  8.0 

00:06:00 34-09-05.9 132-54-21.5 240  8.0 

00:07:00 34-09-04.1 132-54-12.6 258  8.0 

00:08:00 34-09-04.2 132-54-02.0 275  7.6 

00:09:00 34-09-04.7 132-53-52.7 273  8.0 

00:10:00 34-09-07.1 132-53-42.1 289  9.3 

00:11:00 34-09-11.0 132-53-32.4 300  8.5 

00:12:00 34-09-09.9 132-53-37.8 120  0.4 

 

 2.1.3 乗組員の口述による運航状況 

Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）及び二等航海士（以下「航海士Ａ」とい

う。）並びにＢ船の船長（以下「船長Ｂ」という。）及び一等航海士（以下「航海士

Ｂ」という。）の口述によれば、Ａ船及びＢ船の運航状況は、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、平成２２年６月１５日

１６時００分ごろ山口県宇部市宇部港を出港して阪神港神戸区に向かった。 

 航海士Ａは、２３時３０分ごろ、愛媛県松山市波妻
は づ ま

ノ
の

鼻
はな

西方沖の安芸灘南

航路第２号灯浮標（以下、安芸灘南航路灯浮標の名称については「安芸灘」

を省略する。）を通過した付近で昇橋し、次席一等航海士から引き継いで船

橋当直に就き、安芸灘南部の推薦航路*2（以下「安芸灘南航路」という。）

に設置された各灯浮標を結ぶ線（以下「安芸灘中央線」という。）に沿い、

その右側を南航路第３号灯浮標に向け、航海灯を表示して自動操舵により航

行した。 

 航海士Ａは、昇橋したとき、船長Ａから霧が無くなってきたと聞いたのち、

２３時４０分ごろ、船長Ａが来島海峡の手前で再び昇橋することを告げて降

橋し、その後、１人で当直を続けた。 

 航海士Ａは、来島海峡通航時の潮流が南流で来島海峡航路中水道（以下

                         
*2  「推薦航路」とは、地形や潮流等の自然条件のみを考慮して海図に記載されたものをいい、法的

に規定されたものではない。推薦航路に沿って航行する船舶は、海図に記載された安芸灘中央線の

おおむね右側を航行している。 
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「中水道」という。）を航行するので、来島海峡航路西口の北側に入航する

ため、南航路第４号灯浮標の南西方２.５海里（Ｍ）付近で手動操舵に切り

替えて左に変針し、安芸灘中央線の左側を約０４０°の船首方位及び約  

１３.０knの速力で航行した。 

 航海士Ａは、南航路第４号灯浮標の西方１.０Ｍ付近において、霧により

視界が次第に悪くなり、電子海図表示装置に表示されるＡＩＳの他船情報に

より、広島県大竹市大竹港に向かう船舶（以下「第三船」という。）が、来

島海峡航路第４号灯浮標（以下、同航路の灯浮標の名称については「海峡航

路」を省略する。）付近の来島海峡航路内を西進していることを知った。 

航海士Ａは、南航路第４号灯浮標を右舷側約０.６Ｍに見て通過したのち、

濃霧となり視界制限状態となったが、船長Ａから霧が無くなってきたと聞い

ていたので、しばらくすると霧が晴れるものと思い、同じ船首方位及び速力

で航行を続けた。 

航海士Ａは、その後、右舷船首約３０°３.６Ｍの来島第２号灯浮標付近

にＡＩＳ装備船であることを示す三角形マークのある第三船及びそのすぐ近

くにＢ船のレーダー映像を初めて認めた。 

航海士Ａは、レーダーのエコートレイル*3による映像により、第三船及び

Ｂ船がほぼ同時に来島海峡航路西口を出航したのち、第三船が、右に変針し

たことが分かり、Ａ船の前路を横切る態勢で西北西進するものと思い、また、

Ｂ船が、左に変針したことが分かり、安芸灘南航路に向けて南西進するもの

と思った。 

航海士Ａは、Ａ船がこのままの針路で航行すれば、南西進するＢ船とは右

舷側に約１Ｍ離して通過できると思い、また、西北西進して前路を横切る態

勢の第三船が船首方を通過していくことを確認しながら航行した。 

航海士Ａは、右舷船首約７０°にＢ船のマスト灯（白灯）を視認し、減速

しようとして主機コントロールレバーに手を伸ばした頃、左舷灯（紅灯）を

視認して直ちに主機を停止したが、Ａ船の右舷船首部とＢ船の船首部とが衝

突した。 

   (2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか２人が乗り組み、６月１５日１０時３０

分ごろ阪神港神戸区を出港して関門港若松区に向かった。 

航海士Ｂは、愛媛県高井神島と来島海峡航路東口の中間地点付近で昇橋し、

                         
*3  「エコートレイル」とは、レーダー画面上で現在表示されている物標映像と違う色で過去の物標

映像を一定期間表示する機能をいう。また、この機能を使うことにより、ターゲットの動向をより

直感的に把握することができる。 
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船長Ｂから引き継いで単独の船橋当直に就き、航海灯を表示して燧灘
ひうちなだ

を南

西進したのち、来島海峡の通航に備えて昇橋した船長Ｂと共に潮流が南へ流

れる来島海峡航路西水道（以下「西水道」という。）を通航後、船長Ｂが来

島第４号灯浮標の手前１Ｍ付近で降橋し、来島海峡航路西口に向け、主機を

全速力前進にかけて手動操舵により西進した。 

航海士Ｂは、来島第２号灯浮標を左舷側に約０.２Ｍ離して来島海峡航路

西口を出航した頃、広島県 斎
いつき

島
しま

南方沖に向ける約２５０°の船首方位とし、

逆潮流により約７.０～８.０kn の速力で航行したが、その頃から次第に霧

となり、折からＢ船を追い越して行く貨物船のマスト灯がかすんで見えるよ

うになった。 

航海士Ｂは、濃霧により視界制限状態となったので、周囲の状況を確認す

るためにレーダーを１.５Ｍレンジから３.０Ｍレンジに切り替えたところ、

正船首尐し左方約２.５～３.０ＭにＡ船のレーダー映像を認めて航行した。 

航海士Ｂは、エコートレイルによる映像によりＡ船が北東進する船舶であ

ることを知り、その後、Ａ船をレーダー画面の船首輝線の右側に認めるよう

になったので、反航する態勢のＡ船と左舷を対して通過しないといけないと

思い、右舵を取って変針した。 

航海士Ｂは、レーダーによりＡ船が左舷船首約２０～３０°１.３Ｍに接

近したのを認め、その後、小角度の右舵を取って変針を続けた。 

航海士Ｂは、その後も、Ａ船が左舷船首方から接近していたものの、Ａ船 

が気付いていれば左舷を対して通過できるものと思い、小角度の右舵を取っ

てレーダーを０.７５Ｍレンジに切り替えて監視していたところ、正船首尐

し左方にＡ船のマスト灯（白灯）を認め、直ちに主機を全速力後進としたが、

機関音の変化で昇橋した機関長が「あーだめだ」と叫んだ直後、Ｂ船の船首

部とＡ船の右舷船首部とがほぼ９０°の角度で衝突し、船内時計を確認した

ところ、００時１０分ごろであった。 

 

 本事故の発生日時は、平成２２年６月１６日００時１０分３０秒ごろで、発生場所

は、来島梶取鼻灯台から０００°２.１Ｍ付近であった。 

（付図１ 事故発生場所及び付近、付図２ 航行経路図 参照） 

 

2.1.4 ＶＨＦによる交信状況 

来島マーチスのＶＨＦ無線電話装置（以下「ＶＨＦ」という。）交信記録によれ

ば、平成２２年６月１６日００時００分～００時２０分までの間におけるＡ船と来

島マーチスとの交信状況は、次のとおりであった。 
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  なお、Ｂ船については、交信の事実がなかった。 

時 刻 使用チャンネル(ch) 内 容 

００時１２分ごろ 

 

１６ch→１３ch （Ａ船から来島マーチス） 

西口で衝突した。近くで漂泊している

船が相手船である。被害状況は不明で

ある。自力航行可能であれば安全な海

域への移動、待機する。 

００時１４分ごろ １６ch→１３ch （来島マーチスからＡ船） 

津島西側海域へ移動し、待機して下さ

い。 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

船長Ａ及び航海士Ｂの口述によれば、Ａ船及びＢ船に死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

船長Ａ、航海士Ａ、船長Ｂ及び航海士Ｂの口述並びにＡ船及びＢ船の損傷写真によ

れば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

右舷船首寄り外板に凹損を生じ、船首寄りの積み荷のコンテナ３個に凹損な

どを生じた。 

(2) Ｂ船 

船首部に亀裂及び破口を生じた。 

（写真１ 接岸中のＡ船、写真２ Ａ船の損傷状況、写真３ 上架中のＢ船、写真４ 

Ｂ船の損傷状況 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

航海士Ａ 男性 ４４歳 

     五級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 昭和６３年６月２７日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２０年３月２７日 

      免状有効期間満了日 平成２５年６月２６日 

航海士Ｂ 男性 ６３歳 

     五級海技士（航海） 
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      免 許 年 月 日 昭和４５年１１月２７日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２２年５月１８日 

      免状有効期間満了日 平成２７年８月２２日 

  (2) 乗組員の主な乗船履歴等 

   ① 航海士Ａ 

     航海士Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

学校を卒業後１８歳ごろから、甲板員として砂利採取運搬船に乗り組み、

２３歳ごろ海技免状を取得したのち、同船の航海士となり、その後、一等航

海士の職に就いた。平成２１年２月８日からＡ船の二等航海士として乗り組

んでいた。Ａ船は瀬戸内海だけを航行しているので、本事故現場付近海域は

数え切れないくらいの航海経験があり、本事故現場付近海域の状況はよく 

知っていた。 

   ② 航海士Ｂ 

     航海士Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

２１歳ごろから、父親が所有していた内航貨物船に甲板員として乗り組み、

２３歳ごろ海技免状を取得したのち、航海士の職に就くようになり、その後、

父親が所有する砂利採取運搬船で昭和６３年から平成１５年まで船長の職に

就いていた。平成１６年９月２日からＢ船の一等航海士として乗り組み、本

事故現場付近海域は月に何回も航行して数え切れないくらいの航海経験があ

り、本事故現場付近海域の状況はよく知っていた。 

  (3) 健康状態 

   ① 航海士Ａ 

     航海士Ａの口述によれば、視力は矯正で両眼共に１.０、聴力は正常であ

り、健康状態は良好で持病もなく、医薬品の服用及び飲酒はしていなかった。 

   ② 航海士Ｂ 

     航海士Ｂの口述によれば、視力は裸眼で両眼共に０.８、聴力は正常であ

り、健康状態は良好で持病もなく、医薬品の服用及び飲酒はしていなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     船 舶 番 号  １４０８８５ 

     船  籍  港  兵庫県神戸市 

     船舶所有 者  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、井本船

舶株式会社（以下「Ａ社」という。） 
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     船舶管理会社  Ａ社 

     総 ト ン 数  ７４８トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ９１.３５ｍ×１４.００ｍ×４.５０ｍ 

     船    質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出    力  １,８３８kＷ 

     推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月 日  平成２０年９月１８日 

   (2) Ｂ船 

     船 舶 番 号  １３２６８７ 

     船  籍  港  熊本県上天草市 

     船舶所有 者  個人所有 

     船舶管理会社  株式会社エスワイプロモーション（以下「Ｂ社」という。） 

     総 ト ン 数  １９８トン 

     Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ４４.０１ｍ×８.００ｍ×３.４５ｍ 

     船    質  鋼 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ６２５kＷ 

     推  進  器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月 日  平成４年３月１９日 

 

2.5.2 積載状態 

  航海士Ａ及び航海士Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     コンテナ約７２個１,２０１ｔを積載して宇部港を出港し、喫水は、船首

約３.５０ｍ、船尾約３.８０ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

     大豆原油約４００ｔを積載して阪神港を出港し、喫水は、船首約２.５０

ｍ、船尾約３.７０ｍであった。 

 

 2.5.3 船舶の設備等に関する情報 

   (1) Ａ船 

① 航海計器 
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Ａ船の操舵室には、ＡＲＰＡ
ア ル パ

機能及びＡＩＳ情報の表示機能を有する

レーダー２台、ＧＰＳ情報、ＡＩＳ情報及びＡＲＰＡ情報の表示機能を有

する電子海図表示装置、ＶＨＦ、ＧＰＳ及びＡＩＳを設置していた。 

船長Ａ、航海士Ａの口述によれば、本事故当時、レーダー２台、電子海

図表示装置、ＧＰＳ及びＡＩＳを使用中であり、レーダーのＡＲＰＡ機能

を使用していなかったが、ＡＩＳ情報を表示し、不具合又は故障している

機器類はなかった。 

② 灯火 

船長Ａの口述によれば、本事故当時、航行中の動力船が表示する前後部

のマスト灯（白灯）、両舷灯（紅灯及び緑灯）及び船尾灯(白灯)を表示し

ていた。 

③ 船体及び機関 

船長Ａの口述によれば、本事故当時、船体及び機関に不具合又は故障は

なかった。 

   (2) Ｂ船 

① 航海計器 

Ｂ船の操舵室には、ＡＲＰＡ機能を有しないレーダー１台、ＧＰＳプ 

ロッター及びＶＨＦを設置していた。 

船長Ｂ、航海士Ｂの口述によれば、本事故当時、レーダー及びＧＰＳプ

ロッターを使用中であったが、ＧＰＳプロッターは航跡を記録するように

設定していなかったので、航跡データは保存されていなかった。本事故当

時には、不具合又は故障している機器類はなかった。 

② 灯火 

      船長Ｂの口述によれば、本事故当時、航行中の動力船が表示する前後部

のマスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示していた。 

③ 船体及び機関 

船長Ｂの口述によれば、本事故当時、船体及び機関に不具合又は故障は

なかった。 

 

 2.5.4 音響信号に関する情報 

  航海士Ａ及び航海士Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

                         
 

 「ＡＲＰＡ」とは、Automatic Radar Plotting Aids の略記であり、自動衝突予防援助装置をい

い、レーダーで探知した他船の映像の位置の変化をコンピュータで自動的に処理させ、他船の針路、

速力、最接近時間、最接近距離、将来予測位置などを表示させるとともに、他船との接近により衝

突の危険が予測される場合に警報を発する機能を有する装置をいう。 
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   (1) Ａ船 

     航海士Ａは、本事故当時、汽笛を使用しなかった。 

   (2) Ｂ船 

     航海士Ｂは、本事故当時、汽笛を使用しなかった。 

 

 2.5.5 通信に関する情報 

  航海士Ａ及び航海士Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     航海士Ａは、本事故当時、Ｂ船とＶＨＦによる交信を行っていなかった。 

   (2) Ｂ船 

     航海士Ｂは、本事故当時、Ａ船とＶＨＦによる交信を行っていなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値、気象警報及び潮汐 

   (1) 本事故発生場所の東南方約１２.３㎞に位置する今治地域気象観測所にお

ける本事故当日００時１０分の観測値は、次のとおりであった。 

     降水量 ０m/m、風向 西南西、風速 １.２m/s、気温 ２１.３℃ 

(2) 気象注意報 

松山地方気象台が東予に発表した気象注意報は、次のとおりであった。 

６月１５日 ２１時３６分発表（翌日０９時５０分解除） 

種  類 濃霧注意報 

対象地域 新居浜市、西条市、四国中央市、今治市、上島町、

松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、

砥部町 

(3) 地方海上警報 

神戸海洋気象台が瀬戸内海に発表した地方海上警報は、次のとおりであっ

た。 

６月１５日 １７時４０分発表（翌日１１時３５分解除） 

種  類 海上濃霧警報、海上風警報 

対象海域 瀬戸内海 

   (4) 海上保安庁刊行の潮汐表及び来島海峡潮流図によれば、本事故発生場所の

南東方約１４.０㎞に位置する今治港における本事故当時の潮汐は、ほぼ高

潮時であり、また、来島海峡における潮流は、北流への転流時刻が０２時 

０５分であり、本事故当時、事故発生場所付近には、北東に流れる２.２kn

の潮流があった。 
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 2.6.2 乗組員の観測 

  船長Ａ、航海士Ａ及び航海士Ｂの口述によれば、本事故発生場所付近の気象及び

海象は、次のとおりであった。 

   (1) 船長Ａ 

     天気 霧、風 なし、視程 約０.５Ｍ、海上 平穏 

   (2) 航海士Ａ 

     天気 濃霧、視程 不詳 

   (3) 航海士Ｂ 

     天気 濃霧、視程 約０.２Ｍ 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

(1) 瀬戸内海水路誌及び海図Ｗ１４１（安芸灘及び付近）によれば、次のとおり

である。 

本事故発生場所は、来島海峡航路西口の西方であり、同海峡西口と釣島水道

東口との間に安芸灘の推薦航路として安芸灘南航路が設定されている。 

安芸灘南航路には、南航路第１号灯浮標から南航路第４号灯浮標までが設置

されて安芸灘南航路の中央線を示しており、安芸灘南航路に沿って航行する船

舶は、おおむね中央線の右側を航行している。 

(2) 海上交通安全法第２０条には、来島海峡航路の通航方法が定められ、順流

（船の進む方向と潮の流れが同じ）の場合は中水道を、逆流（船の進む方向と

潮の流れが逆）の場合は西水道を航行することが規定されている。 

中水道を経由して航行する場合は、できる限り大島及び大下島側に近寄って

航行すること。また、西水道を経由して航行する場合は、できる限り四国側に

近寄って航行することが規定されている。 

(3) 航行安全指導収録（平成２２年１０月改訂３０版、海上保安庁交通部安全

課）によれば、来島海峡航行時の留意事項として南流時に航路へ入航する場合

は、航路内において右舷を対して航行することになることから、航路入口から

離れた広い水域において、十分に安全を確認の上、流向に応じた経路へ移行す

ることが記載されている。また、航路を出航する場合は、四囲の状況を把握し

て安全運航に努めることが記載されている。 

 

２.８ 視界制限状態時における運航に関する情報 

2.8.1 視界制限状態における船長への報告 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、船橋当直者には、視程が１Ｍになったら報告する



  - 12 - 

ように日頃から指導していた。また、機関や汽笛の使用についても遠慮なく

使用するように指導していた。 

航海士Ａの口述によれば、視程が１Ｍになったら、船長を呼ぶように言わ

れていた。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、来島海峡航路手前で船橋から離れる際、視界制限

状態に関して特に指示はしていなかった。 

航海士Ｂの口述によれば、視界が悪くなれば、いつもなら船長を呼びに行

くが、今回は船長を呼ばなかった。 

 

2.8.2 Ａ社の安全管理規程及び運航基準 

Ａ社の安全管理規程の安全教育及び同規程に基づく運航基準によれば、運航の可

否判断を行う際、視程に関する航行の可否判断については、次のとおり定められて

いる。 

(1) 安全教育 

第４７条 安全統括管理者及び運航管理者は、運航管理補助者、船舶所有者

等、乗組員、安全管理に従事する者、内部管理を行うものに対し安全管理規

程（運航基準及び事故処理基準を含み、船舶の運航に関するものに限る。）、

船員法及び海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために

必要と認められる事項について理解しやすい具体的な安全教育を実施しその

周知徹底を図らなければならない。 

２ 船舶所有者等は、乗組員に対し、第１項に準じた教育を行わなければな

らない。 

（以下略） 

(2) 運航基準 

船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次に掲げる条件に達し

たと認める時は、当直体制の強化及びレーダーの有効利用を図るとともにそ

の時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は経

路変更の措置をとらなければならない。 

  ① 風速が２５m/s 以上の時 

  ② 波高４ｍ以上の時 

  ③ 視程が１,０００ｍ以下の時 

  船長は、航行中、周囲の気象・海象（視程を含む）に関する情報を確認し、

通常の航行を継続した場合、船体の動揺等により安全な運航が困難となるおそ

れがあると認める時又は周囲の視程が１,０００ｍ以下となった時は、減速、
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適宜の変針、反転等の適切な措置をとらなければならない。 

 

2.8.3 Ａ社の乗組員に対する安全教育 

船長Ａの口述によれば、運航管理者が２～３か月に１度訪船していた。 

 

2.8.4 Ｂ社の安全管理マニュアル 

Ｂ社のＩＳＭコード5 に基づく安全管理マニュアルに基づく特殊運航手順書によ

れば、次のとおり定められている。 

(1) 視界制限時 

視程が２海里以下になったら、視界制限状態と認識し、次の事項を遵守する

こと。 

① 視界制限状態 

     ａ 機関用意と減速（状況により半速以下）を行う。 

     ｂ レーダー作動と、他船動向の監視（レーダー監視員の配置）を行う。 

     ｃ 船長に報告する。 

    ｄ 見張り員を増員する。 

     ｅ 霧中信号の励行と聴取を行う。 

② 速力の減速又は停止 

     次の場合、針路を保つことができる最小速力に減速又は停止する。 

     ａ 正横より前方に汽笛を聞いた時。 

     ｂ 動静不明の船舶が正横より前方にいる時。 

     ｃ 正横より前方に映像があったが、急に映らなくなった時。 

     ｄ 不安を感じた時。 

③～④ 省略 

⑤ 視程による運航基準 

     視程による運航基準は次の通りとする。 

     ａ 減速航海を行うべき視程    ・・・２.０マイル 

     ｂ 避泊を行うべき視程      ・・・０.５マイル 

     ｃ 入出港を見合わせるべき視程  ・・・０.５マイル 

 

                         
5 

 「ＩＳＭコード」とは、国際安全管理規則（International Management Code for The Safe 

Operation of Ships and for Pollution Prevention)のことであり、船舶の安全運航と海洋環境の

保護を図ることを目的とし、１９９３年１１月４日ＩＭＯ総会決議として採択され、１９７４年 

ＳＯＬＡＳ条約の附属書に取り入れられたのち、１９９４年同条約の改正を経て１９９８年７月１

日に発効したものであり、国際航海に従事する全ての旅客船及び総トン数５００トン以上の船舶に

適用される。 
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２.９ 積荷等の流出による環境への影響等に関する情報 

 航海士Ａ及び航海士Ｂの口述によれば、積荷及び燃料油等の流出はなかった。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

  (1) Ａ船 

① Ａ船は、潮流が南へ流れる中水道を航行するため、南航路第４号灯浮標の

南西方２.５Ｍ付近で左転し、安芸灘中央線の左側を約０４０°の船首方位

及び約１３.０knの速力で来島海峡航路西口の北側に向けて航行した。 

② Ａ船は、６月１６日００時００分ごろ、霧により視界制限状態となった来

島梶取鼻灯台から２０８°１.７Ｍ付近において、船首方位約０３６°及び

速力約１３.０knで航行し、その後、右転を繰り返し行いながら航行した。 

③ 航海士Ａは、来島第２号灯浮標付近を西進中の第三船及びＢ船のレーダー

映像を左舷船首方２.５Ｍ付近に初めて認めた。 

④ 航海士Ａは、Ｂ船とは右舷を対して通過できると思い、第三船がＡ船の船

首方を通過して行くことに注意を向け、速力を保持して航行した。 

⑤ 航海士Ａは、右舷船首方にＢ船のマスト灯を認め、直ちに主機を停止した

が、速力約１３.４kn でＡ船の右舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、潮流が南へ流れる西水道を通航し、来島第４号灯浮標の南東方１

Ｍ付近で船長Ｂが降橋し、来島海峡航路西口に向け、主機を全速力前進にか

けて西進した。 

② Ｂ船は、来島海峡航路を出航した頃、斎島の南方沖に向けて南西進したが、

この頃、霧により視界制限状態となった。 

③ 航海士Ｂは、左舷船首方２Ｍ付近にＡ船のレーダー映像を認め、Ａ船が北

東進することを知り、その後、Ａ船のレーダー映像をレーダー画面の船首輝

線の右側に認めるようになったので、Ａ船と左舷を対して通過しようとして

右舵を取って変針した。 

④ 航海士Ｂは、Ａ船を左舷船首方に認めるようになり、その後も、Ａ船がＢ

船の左舷船首方から接近する状況が続いていたものの、右転を続けながら速

力を保持して航行した。 
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⑤ 航海士Ｂは、左舷船首方にＡ船のマスト灯を視認し、直ちに主機を全速力

後進としたが、Ｂ船の船首部とＡ船の右舷船首部とが衝突した。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、本事故の発生日時は、平成２２年６月１６日００時１０分３０秒ご

ろであり、発生場所は、来島梶取鼻灯台から０００°２.１Ｍ付近であったものと

考えられる。 

 

3.1.3 事故発生時における相手船の視認状況 

  ２.１及び 2.6.2 から、Ａ船及びＢ船は、レーダーにより互いに相手船を探知し

ていたものの、濃霧により視界制限状態であったことから、衝突の直前に相手船の

航海灯を視認したものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

① ２.４から、航海士Ａは、適法で有効な海技免状を有していた。 

② ２.４から、航海士Ｂは、適法で有効な海技免状を有していた。 

   (2) 船舶 

① Ａ船 

2.5.3 から、マスト灯２個、両舷灯、船尾灯を表示し、船体、機関及び

機器類に不具合又は故障はなかったものと考えられる。 

② Ｂ船 

2.5.3 から、マスト灯２個、両舷灯及び船尾灯を表示し、船体、機関及

び機器類に不具合又は故障はなかったものと考えられる。 

 

3.2.2 気象及び海象の状況 

  ２.６から、本事故当時、本事故発生場所付近における気象及び海象は、次のと

おりであったものと考えられる。 

天気 濃霧、風向 西南西、風力 １、視程 約０.２～０.５Ｍ、潮汐 高潮時、

潮流 北東流約２.２kn 

 

 3.2.3 見張り及び操船の状況に関する解析 

２.１、2.5.3、２.６及び２.７から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船 
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① 航海士Ａは、潮流が南へ流れる中水道を航行するため、安芸灘中央線の

北側に出て来島海峡航路西口の北側に向け、右転を繰り返しながら航行し

た。 

② 航海士Ａは、視界制限状態の中、来島第２号灯浮標付近を西進中の第三

船及びＢ船のレーダー映像を左舷船首方２.５Ｍ付近に初めて認めた。 

③ 航海士Ａは、Ｂ船及び第三船が来島海峡航路西口を出航したのち、Ｂ船

が左転したことから、Ｂ船は安芸灘南航路に向けて南西進し、Ｂ船とは右

舷を対して距離１Ｍで通過できると思った。   

一方、第三船が右転してＡ船の前路を横切る態勢で西北西進したことか

ら、第三船が船首方を通過して行くことに注意を向けていた。 

④ 航海士Ａは、Ｂ船とは右舷を対して通過できると思ったことから、右舷

船首方の第三船が船首方を通過して行くことに注意を向けて航行し、Ｂ船

に対するレーダーによる見張りを行わずに速力を保持して航行した。 

⑤ 航海士Ａは、右舷船首方にＢ船のマスト灯を認め、直ちに主機を停止し

たが、Ａ船とＢ船が衝突した。 

⑥ 航海士Ａは、霧中信号及びＶＨＦによるＢ船との交信を行っていなかっ

た。 

   (2) Ｂ船 

① 航海士Ｂは、潮流が南へ流れる西水道を航行したのち、来島海峡航路

を出航した頃、斎島の南方沖に向けて南西進中、視界制限状態となり、

レーダーを３.０Ｍレンジに切り替えたところ、レーダーにより左舷船首

方２Ｍ付近にＡ船の映像を認めた際、エコートレイルによる映像により

Ａ船が北東進することを知った。 

② 航海士Ｂは、Ａ船のレーダー映像をレーダー画面の船首輝線の右側に

認めるようになったので、反航する態勢のＡ船と左舷を対して通過する

必要があると思い、右舵を取って変針した。 

③ 航海士Ｂは、レーダーによりＡ船が左舷船首約２０～３０°約１.３Ｍ

に接近したのを認め、右転を続けていたが、その後も、Ａ船が左舷船首

方から接近する状況が続いていたものの、Ａ船が気付いていれば、Ａ船

と左舷を対して通過できるものと思い、速力を保持して右転を続けた。 

④ 航海士Ｂは、左舷船首方にＡ船のマスト灯を視認し、直ちに主機を全

速力後進としたが、Ｂ船とＡ船が衝突した。 

⑤ 航海士Ｂは、霧中信号及びＶＨＦによるＡ船との交信を行っていなかっ

た。 
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 3.2.4 航法に関する解析 

  ２.８、3.1.1及び 3.2.2から、次のとおりであった。 

  本事故は、Ａ船及びＢ船が梶取ノ鼻北方沖を航行中に発生したもので、同沖は、

海上交通安全法の適用海域であるが、同法には、本事故に関して適用される交通

方法が定められていないので、海上衝突予防法（以下「予防法」という。）の航法

規定が適用されるものと考えられる。 

本事故発生当時、梶取ノ鼻北方沖海域は濃霧により視程が１,０００ｍ以下の視

界制限状態にあったものと認められ、両船は衝突の間際まで互いに相手船の灯火を

視認していなかったものと考えられることから、予防法第１９条の規定が適用され

るものと考えられる。 

Ａ船及びＢ船は、レーダーにより相手船の存在を探知していたものと考えられる

ことから、予防法第１９条第４項に基づき、両船は、互いに相手船に著しく接近す

ることとなるかどうか又は相手船と衝突する虞があるかどうかを判断しなければな

らなかったものと考えられる。また、Ａ船及びＢ船は、予防法第５条に基づき、視

覚、聴覚及びその時の状況に適した他の全ての手段により、常時適切な見張りをし

なければならなかったものと考えられる。 

航海士Ａは、レーダーによりＢ船を右舷船首方に探知したのち、Ｂ船が右舷を対

して通過できる態勢で航行していると判断し、その後、Ｂ船に対するレーダーによ

る見張りを行っていなかったものと考えられる。 

航海士Ｂは、左舷船首方にＡ船のレーダー映像を認め、その後、Ａ船が北東進

する船舶であることが分かったが、レーダーによる見張りを適切に行っておらず、

また、予防法第１９条第４項に定める判断を行わずに航行し、Ａ船と右舷を対し

て航行できることが分からず、Ａ船のレーダー映像をレーダー画面の船首輝線の

右側に認めるようになったので、反航する態勢のＡ船と左舷を対して通過する必

要があると思い、右舵を取って変針したものと考えられる。 

航海士Ｂは、後記 3.2.5 のとおり、来島海峡航路の潮流が南流の場合、来島海

峡航路を通航する船舶は左側航行となり、来島海峡航路西口付近では反航船と右

舷を対して航行する状況になることを失念したか、理解していなかった可能性が

あると考えられる。 

航海士Ｂは、右転中、レーダーによりＡ船が左舷船首約２０～３０°約１.３Ｍ

に接近したのを認め、右転を続けていたが、その後も、Ａ船が左舷船首方から接

近する状況が続いていたことを認めていたことから、予防法第１９条第６項に基

づき、Ｂ船の速力を針路を保つことができる最小限度の速力に減じなければなら

ず、また、必要に応じて停止しなければならなかったが、速力を保持して航行を

続けたものと考えられる。 
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3.2.5 事故海域の潮流と航行に関する解析 

２.１、2.5.5、２.７及び 3.2.4 から、船舶は、来島海峡航路の潮流が南流時、

来島海峡航路を通航する場合は左側航行となり、船舶交通の原則である右側航行と

異なることとなるので、航路西口付近において左側航行に変える必要から反航する

各船間で進路が交差することとなることに注意が必要なものと考えられる。した 

がって、Ａ船及びＢ船は、レーダーで探知した反航する相手船についてレーダープ

ロッティング等の系統的な観察により、レーダー見張りを適切に行うとともに、 

ＶＨＦで当該船舶の操船状況を確認することにより、当該船舶との接近状況を慎重

に判断し、十分に余裕のある時期に接近状況を避けるための動作をとる必要がある

ものと考えられる。 

 

3.2.6 安全管理に関する解析 

 (1) 2.8.1 及び 2.8.2 から、Ａ社の安全管理規程には、航行中に視界制限状態

となった際、船長は、減速等適切な措置を採るように定められており、また、

船長Ａは船橋当直者に対し、視程が１Ｍになったら報告すること、及び機関

や汽笛の使用についても遠慮なく使用するように指導していたが、航海士Ａ

は、船長Ａから霧が無くなってきたと聞いていたので、しばらくすれば霧が

晴れると思い、船長Ａに報告せず、速力を保持して航行したものと考えられ

る。 

(2) 2.8.1 から、船長Ｂは、来島海峡航路手前で船橋を離れる際、航海士Ｂに

対し、視界制限状態に関して特に指示はせず、また、航海士Ｂは、ふだんは

視界が悪くなれば、船長Ｂを呼びに行くが、今回は船長Ｂを呼ばなかったも

のと考えられる。 

 (3) 2.1.3(2)、2.8.3 及び 3.2.5 から、Ｂ社の安全管理マニュアル中の特殊運

航手順書には、視界制限状態となった場合の手順を定められていたが、視界

制限状態となった際、航海士Ｂは、船長Ｂへの報告、霧中信号、機関用意と

減速等を行っていなかったものと考えられる。 

 

 3.2.7 事故発生に関する解析 

  ２.１、3.1.1及び 3.2.2から、次のとおりであった。 

(1) 航海士Ａは、梶取ノ鼻北方沖において、潮流が南へ流れる中水道を航行す

るため、安芸灘中央線の北側に出て来島海峡航路西口の北側に向け、右転を

繰り返しながら航行したものと考えられる。 

(2) 航海士Ａは、視界制限状態の中、来島第２号灯浮標付近を西進中の第三船

及びＢ船のレーダー映像を左舷船首方２.５Ｍ付近に初めて認めたものと考
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えられる。 

(3) 航海士Ａは、Ｂ船及び第三船が来島海峡航路西口を出航したのち、Ｂ船が

左転したことから、安芸灘南航路に向けて南西進し、Ｂ船とは右舷を対して

通過できると思ったものと考えられる。一方、第三船が右転してＡ船の前路

を横切る態勢で西北西進したことから、第三船が船首方を通過して行くこと

に注意を向けていたものと考えられる。 

(4) 航海士Ａは、Ｂ船とは右舷を対して通過できると思い、第三船が船首方を

通過して行くことに注意を向け、Ｂ船に対するレーダーによる見張りを行わ

ずに速力を保持して航行したことから、Ａ船がＢ船と接近する状況となり、

右舷船首方にＢ船のマスト灯を視認し、直ちに主機を停止したが、Ａ船とＢ

船が衝突したものと考えられる。 

(5) 航海士Ｂは、潮流が南へ流れる西水道を航行したのち、来島海峡航路を出

航した頃、斎島の南方沖に向けて南西進中、視界制限状態となり、レーダー

を３.０Ｍレンジに切り替えたところ、左舷船首方２Ｍ付近にＡ船のレー 

ダー映像を認め、Ａ船が北東進する船舶であることを知り、その後、Ａ船の

レーダー映像をレーダー画面の船首輝線の右側に認めるようになったので、

反航する態勢のＡ船と左舷を対して通過する必要があると思ったものと考え

られる。 

(6) 航海士Ｂは、Ａ船と左舷を対して通過しようとして右舵を取って変針した

ものと考えられる。 

(7) 航海士Ｂは、Ａ船が左舷船首方に接近したのを認め、右転を続けていたが、

その後も、Ａ船が左舷船首方から接近する状況が続いていたものの、Ａ船が

気付いていれば、Ａ船と左舷を対して通過できるものと思い、速力を保持し

て右転を続けたことから、Ｂ船がＡ船に接近する状況となり、左舷船首方に

Ａ船のマスト灯を視認し、直ちに主機を全速力後進としたが、Ｂ船とＡ船が

衝突したものと考えられる。 

 

 

４ 結 論 
 

４.１ 原因 

 本事故は、夜間、霧による視界制限状態の中、来島海峡航路の潮流が南流時、梶取

ノ鼻北方沖において、Ａ船が来島海峡航路西口の北側に向けて安芸灘中央線の北側を

北東進中、Ｂ船が斎島の南方沖に向けて南西進中、両船が互いに船首方に相手船を 

レーダーにより探知した際、航海士Ａが、Ｂ船とは右舷を対して通過できるものと思
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い、Ｂ船に対するレーダーによる見張りを行わずに速力を保持して航行し、また、航

海士Ｂが、左舷船首方に探知したＡ船の映像をレーダー画面の船首輝線の右側に認め

るようになったので、Ａ船と左舷を対して通過する必要があると思い、右転したが、

Ａ船が左舷船首方から接近する状況が続いていたものの、速力を保持して右転を続け

たため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 

４.２ その他判明した安全に関する事項 

(1) Ａ社の安全管理規程には、航行中に視界制限状態となった際、船長は、減速

するなどの適切な措置を採るように定められており、また、船長Ａは船橋当直

者に対し、視程が１Ｍになったら報告すること、及び機関や汽笛の使用につい

ても遠慮なく使用するように指導していたが、航海士Ａは、船長Ａから霧が無

くなってきたと聞いていたので、しばらくすれば霧が晴れると思い、船長Ａに

報告しなかったものと考えられるが、船長Ａが報告を受けていれば、安全な速

力にするなどの措置が採られた可能性があると考えられる。 

(2) Ｂ社の安全管理マニュアル中の特殊運航手順書には、視界制限状態となった

場合の手順を定めていたものの、視界制限状態となった際、航海士Ｂは、船長

Ｂへの報告、霧中信号、機関用意と減速等を行っていなかったものと考えられ

るが、航海士Ｂが、視界制限状態となった場合の手順を遵守していれば、船長

Ｂの指示が得られ、減速等の措置が講じられた可能性があると考えられる。 

(3) Ａ船及びＢ船は、ＶＨＦによる相互の操船状況等の確認を行っていなかった

ものと考えられるが、確認を行っていれば、相互の進路等が明らかになり、安

全な航行が確保できた可能性があると考えられる。 

 

 

 ５ 再発防止策 
 

本事故は、夜間、霧による視界制限状態の中、来島海峡航路の潮流が南流時、梶取

ノ鼻北方沖において、Ａ船が来島海峡航路西口の北側に向けて安芸灘中央線の北側を

北東進中、Ｂ船が斎島の南方沖に向けて南西進中、両船が互いに船首方に相手船を 

レーダーにより探知した際、航海士Ａが、Ｂ船とは右舷を対して通過できるものと思

い、Ｂ船に対するレーダーによる見張りを行わずに速力を保持して航行し、また、航

海士Ｂが、左舷船首方に探知したＡ船の映像をレーダー画面の船首輝線の右舷側に認

めるようになったので、Ａ船と左舷を対して通過する必要があると思い、右転したが、

Ａ船が左舷船首方から接近する状況が続いていたものの、速力を保持して右転を続け

たため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 
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Ａ社の安全管理規程には、航行中に視界制限状態となった際、船長は、減速するな 

どの適切な措置を採るように定められていたものの、航海士Ａは船長Ａに報告しな 

かったものと考えられるが、船長Ａが報告を受けていれば、安全な速力にするなどの

措置が採られた可能性があると考えられる。 

Ｂ社の安全管理マニュアル中の特殊運航手順書には、視界制限状態となった場合の

手順を定めていたものの、視界制限状態となった際、航海士Ｂは、船長Ｂへの報告や

霧中信号等を行っていなかったものと考えられるが、航海士Ｂが、視界制限状態と 

なった場合の手順を遵守していれば、船長Ｂの指示が得られ、減速等の措置が講じら

れた可能性があると考えられる。 

Ａ船及びＢ船は、ＶＨＦによる操船状況等の確認を行っていなかったものと考えら

れるが、確認を行っていれば、相互の進路等が明らかになり、安全な航行が確保でき

た可能性があると考えられる。 

したがって、Ａ社及びＢ社は、船員に対し、視界制限状態となった際の遵守すべき

事項（船長へ報告等）の指導を強化し、また、来島海峡航路の潮流が南流時、梶取ノ

鼻北方沖では、来島海峡航路入航船と出航船は進路が交差する状況となることがある

ので、視界制限状態において、反航船を認めた場合には、ＶＨＦを活用して反航船の

操船状況等の確認を行うことを指導する必要があるものと考えられる。 
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付図１ 事故発生場所及び付近 
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写真１ 接岸中のＡ船 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の損傷状況 
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写真３ 上架中のＢ船 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船の損傷状況 

     

 




